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　犯罪のない安全で安心して暮らすことができる社会は、私たちみんなの願いです。

　しかし、だれもが、ある日突然犯罪の被害に巻き込まれる可能性があります。

　山添村では、犯罪被害者やそのご家族の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、

犯罪被害者を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことができる地域

社会の実現を目指すために、この条例を制定しました。

　犯罪被害に遭われた方々は、犯罪そのものから受けた生命、身体、財産上の直接的な被害だ

けでなく、精神的ショックによる心身の不調や様々な経済的負担、周囲の無理解による配慮の

ない言動に傷つき、苦しめられています。

　被害に遭われた方々が1日も早く平穏な日常生活を取り戻すことができるためには、その方

々の立場に立った適切できめ細やかな支援が提供されることが重要です。

　そのためには村民のみなさんにも犯罪被害者等の置かれている状況について理解を深めて

いただき、村や関係機関が実施する支援施策にご協力くださいますようお願いします。

山添村の実施する主な施策山添村の実施する主な施策

関係機関との連携

犯罪被害者等のための主な相談窓口

関係機関との連携

犯罪被害者等のための主な相談窓口

○相談・情報の提供（第6条）
・犯罪被害者等の相談に応じ、関係機関との連絡調整を行います。

○見舞金（第7条）
・犯罪により亡くなられた方のご遺族に30万円の遺族見舞金、重傷病を
　負われたご本人に10万円の傷害見舞金を支給します。
　※支給には要件があります。

○広報及び啓発（第8条）
・村民等への理解を深めるための広報及び啓発に努めます。

○民間支援団体への支援（第9条）
・民間支援団体が犯罪被害者等への支援を円滑に
　実施できるよう必要な支援を行います。

　犯罪被害者等の支援に関して円滑な連携と協力を図るため、

｢天理警察署｣及び｢なら犯罪被害者支援センター｣と協定書を

取り交わしています。

（目的）
第１条　この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本
理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとと
もに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる
事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする
施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の被害の早期
回復及び軽減並びに犯罪被害者等を支える地域社会
の形成を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して
暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを
目的とする。

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
　（１）犯罪等　犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響
を及ぼす行為をいう。
　（２）犯罪被害者等　犯罪等により被害を受けた者及び
その家族又は遺族をいう。
　（３）村民等　村内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在
している者及び村内において事業活動を行っている者
をいう。
　（４）民間支援団体　犯罪被害者等の支援を行うことを
目的とする民間の団体をいう。
　（５）関係機関等　国、県その他の関係機関、民間支援団
体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。

（基本理念）
第３条　犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本
理念として行わなければならない。
　（１）犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その
尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重される
こと。
　（２）犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原
因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に
応じて適切に講ぜられること。
　（３）犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被
害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができ
るまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立った適切か
つきめ細やかで途切れることなく提供されること。

（村の責務）
第４条　村は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の
支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。

２　村は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関
等と相互に連携を図るものとする。

（村民等の責務）
第５条　村民等は、第３条の基本理念にのっとり、犯罪被
害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう
十分配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等の
支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

（相談及び情報の提供等）
第６条　村は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を
円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者
等が直面している各般の問題について相談に応じ、必
要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等
との連絡調整を行うものとする。

（見舞金の支給等）
第７条　村は、犯罪被害者等に対し、次の各号に掲げる
区分に応じ、当該各号に定める見舞金を支給するもの
とする。
　（１）遺族見舞金　３００，０００円
　（２）傷害見舞金　１００，０００円
２　前項の規定による見舞金の支給に関し、対象者、申
請手続その他必要な事項は、規則で定める。

（広報及び啓発）
第８条　村は、犯罪被害者等の支援について、村民等の理
解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

（民間支援団体への支援）
第９条　村は、民間支援団体が犯罪被害者等への支援を
円滑に実施することができるよう必要な支援を行うも
のとする。

（委任）
第10条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行
に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則
　この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

犯罪被害者等支援シンボルマーク

奈良県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体
　公益社団法人　なら犯罪被害者支援センター
☎０７４２－２４－０７８３  月～金（祝日・年末年始を除く）午前１０時～午後４時

警 察 関 係
○ 天理警察署　　☎０７４３－６２－０１１０
○ ナポくん相談コーナー（警察安全コーナー）
・プ ッ シ ュ 回 線　　　＃９１１０
・ダ イ ヤ ル 回 線　　　☎０７４２－２３－１１０８
・ファックスでの相談　　　　０７４２－２４－０８７４

○ 性犯罪被害相談１１０番　　☎０７４２－２４－４１１０

法 律 関 係
○ 奈良弁護士会　☎０７４２－２２－２０３５
　　月～金（祝日・年末年始を除く）午前９時３０分～午後５時

○ 法テラス犯罪被害者支援ダイヤル　☎０５７０－０７９７１４
　　月～金（祝日・年末年始を除く）午前９時～午後９時
　　土曜日・・・・・・・・・・・・午前９時～午後５時

○ 法テラス奈良　☎０５０３３８３－５４５０
　　月～金（祝日・年末年始を除く）午前９時～午後５時
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